
 
 
 
 
 
 
 

業務実績評価シートの評価の視点の新旧対照表 
 

 

 

 

 

 

● 中期目標及び中期計画の欄の 網掛部分 が、平成 23 年 3 月 31 日付で変更した箇所 

 

● 評価の視点（案）の欄の 網掛囲い部分 が、中期目標及び中期計画の変更に基づき、評価の視点を 

変更する箇所 

 

資料４－２ 



平成23年3月の中期目標・中期計画の変更に伴う評価の視点の変更 
中  期  目  標 中  期  計  画 評価の視点（案） 

変更後（H23.3） 変 更 前 変更後（H23.3） 変 更 前 新 旧 
 

- 1 - 

 

 

平成 20 年 2 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0229002 号指示 

変更：平成 22 年 3 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0329 第 66 号指示 

変更：平成 23 年 3 月 30 日付 

厚生労働省発社援 

0330 第 5 号指示 

 

平成 20 年 2 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0229002 号指示 

変更：平成 22 年 3 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0329 第 66 号指示 

 

 

 

 

平成 20 年 3 月 31 日付 

厚生労働省発社援 

第 0331001 号認可 

変更：平成 22 年 3 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0329 第 69 号認可 

変更：平成 23 年 3 月 31 日付 

厚生労働省発社援 

0331 第 14 号認可 

 

平成 20 年 3 月 31 日付 

厚生労働省発社援 

第 0331001 号認可 

変更：平成 22 年 3 月 29 日付 

厚生労働省発社援 

第 0329 第 69 号認可 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事

項 

２ 経費の節減 

（２）契約については、原則として

一般競争入札等によるものと

し、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進すること。 

① 「随意契約等見直し計画」

に基づく取組を着実に実施す

るとともに、その取組状況を

公表すること。 

② 随意契約については、原則

として一般競争入札等に移行

することとし、一般競争入札

等であっても一者応札・応募

となった契約については、実

質的な競争性が確保されるよ

う、公告方法、入札参加条件、

発注規模の見直し等の改善に

より、コストの削減や透明性

の確保を図ること。 

③ 監事及び会計監査人による

監査において、入札・契約の

適正な実施について徹底的な

チェックを受けること。 

④ 監事及び外部有識者によっ

て構成する「契約監視委員会」

を設置し、契約についての改

善状況をフォローアップし、

毎年公表すること。 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事

項 

２ 経費の節減 

（２）契約については、原則として

一般競争入札等によるものと

し、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進すること。 

① 「随意契約見直し計画」に

基づく取組を着実に実施する

とともに、その取組状況を公

表すること。 

② 一般競争入札等により契約

を行う場合であっても、特に

企画競争や公募を行う場合に

は、競争性、透明性が十分確

保される方法により実施する

こと。 

③ 監事及び会計監査人による

監査において、入札・契約の

適正な実施について徹底的な

チェックを受けること。 

 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措置

２ 経費の節減 

（２）契約については、原則として

一般競争入札等によるものと

し、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進する。 

① 「随意契約等見直し計画」

に基づく取組を着実に実施す

るとともに、その取組状況を

公表する。 

② 随意契約については、原則

として一般競争入札等に移行

することとし、一般競争入札

等であっても一者応札・応募

となった契約については、実

質的な競争性が確保されるよ

う、公告方法、入札参加条件、

発注規模の見直し等の改善に

より、コストの削減や透明性

の確保を図る。 

③ 監事及び会計監査人による

監査において、入札・契約の

適正な実施について徹底的な

チェックを受ける。 

④ 監事及び外部有識者によっ

て構成する「契約監視委員会」

を設置し、契約についての改

善状況をフォローアップし、

毎年公表する。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき措置

２ 経費の節減 

（２）契約については、原則として

一般競争入札等によるものと

し、以下の取組により、随意契

約の適正化を推進する。 

① 「随意契約見直し計画」に

基づく取組を着実に実施する

とともに、その取組状況を公

表する。 

② 一般競争入札等により契約

を行う場合であっても、特に

企画競争や公募を行う場合に

は、競争性、透明性が十分確

保される方法により実施す

る。 

③ 監事及び会計監査人による

監査において、入札・契約の

適正な実施について徹底的な

チェックを受ける。 

 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

■ 個々の契約について、競争性・透

明性の確保の観点から、公告方法、

入札参加条件、発注規模について、

必要な検証・評価が行われているか。

（政・独委評価の視点） 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

○ 随意契約の適正化について、中期

計画に示したとおり適切に行われて

いるか。（政・独委評価の視点事項

と同様） 

 

■ 契約方式等、契約に係る規程類に

ついて、整備内容や運用の適切性等、

必要な評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

■ 契約事務手続に係る執行体制や審

査体制について、整備・執行等の適

切性等、必要な評価が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 

■ 個々の契約について、競争性・透

明性の確保の観点から、必要な検

証・評価が行われているか。（政・

独委評価の視点） 

 

 

○ 契約監視委員会での見直し・点検

は適切に行われたか（その後のフォ

ローアップを含む。）。 

 



平成23年3月の中期目標・中期計画の変更に伴う評価の視点の変更 
中  期  目  標 中  期  計  画 評価の視点（案） 

変更後（H23.3） 変 更 前 変更後（H23.3） 変 更 前 新 旧 
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第４  業務の質の向上に関する事項 

 

 

第４  業務の質の向上に関する事項

 

 

 

第３  業務の質の向上に関する目標

を達成するためにとるべき措置 

 

第３  業務の質の向上に関する目標

を達成するためにとるべき措置 

  

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化等の緊急

時における資金需要に迅速かつ

機動的に対応する等、融資枠の

確保、融資条件の改善等により、

増大する利用者ニーズへの対応

を図ること。 

 

 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化への対応

に臨機応変に対応すること。 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化等の緊急

時における資金需要に迅速かつ

機動的に対応する等、融資枠の

確保、融資条件の改善等により、

増大する利用者ニーズへの対応

を図る。 

特に、療養病床の再編を推進

するため、医療貸付事業と連携

し、転換の受け皿となる施設の

優先的整備を進める。 

 

 

１ 福祉医療貸付事業（福祉貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化への対応

に臨機応変に対応する。 

 

 

 

 

特に、療養病床の再編を推進

するため、医療貸付事業と連携

し、転換の受け皿となる施設の

優先的整備を進める。 

 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏ま

え、国の要請等を受けて、政策融資

として災害復旧、制度改正、金融環

境の変化に伴う経営悪化等への緊急

措置に臨機応変に対応する等、融資

枠の確保、融資条件の改善等によ

り、増大する利用者ニーズへの対

応を図っているか。 

 

（同右） 

 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏ま

え、国の要請等を受けて、政策融資

として災害復旧、制度改正、金融環

境の変化に伴う経営悪化等への緊急

措置に臨機応変に対応しているか。

 

 

 

 

特に、療養病床の再編を推進する

ため、医療貸付事業と連携し、転換

の受け皿となる施設の優先的整備を

進めているか。 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、事業者の施設整備等に

関する相談等を適切に実施する

ことにより、利用者サービスの

向上を図ること。 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、事業者の施設整備等に

関する相談等を適切に実施する

ことにより、利用者サービスの

向上を図ること。 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図る

ため、借入申込書類の簡素化を

促進するとともに、福祉施設の

整備計画の早期段階から的確な

融資相談等に応じ、速やかに安

定的な事業実施ができるよう必

要な見直しの提案、助言等を行

う。 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図る

ため、福祉施設の整備の融資相

談等を充実する。 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るた

め、借入申込書類の簡素化を促進

するとともに、福祉施設の整備計

画の早期段階から的確な融資相談

等に応じ、速やかに安定的な事業

実施ができるよう必要な見直しの

提案、助言等を行っているか。 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るた

め、融資相談等を充実しているか。

 

 

（５）審査業務及び資金交付業務に

ついて利用者サービスの向上を

図ること。 

 

 

 

 

 

（５）審査業務及び資金交付業務に

ついて利用者サービスの向上を

図ること。 

 

 

（５）審査業務については特殊異例

な案件を除き、借入申込み受理

から貸付内定通知までの平均処

理期間を３０日以内とする。 

また、資金交付業務について

は、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、請求後１５営業日

以内に行う。 

 

 

（５）審査業務については特殊異例

な案件を除き、借入申込み受理

から貸付内定通知までの平均処

理期間を７５日以内とする。 

また、資金交付業務について

は、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、請求後１５営業日

以内に行う。 

 

 

（同右） 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

○ 審査業務の平均処理期間について

は、特殊異例な案件を除き、中期計

画を達成しているか。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間につ

いては、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、中期計画を達成してい

るか。 

 



平成23年3月の中期目標・中期計画の変更に伴う評価の視点の変更 
中  期  目  標 中  期  計  画 評価の視点（案） 

変更後（H23.3） 変 更 前 変更後（H23.3） 変 更 前 新 旧 
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２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化等の緊急

時における資金需要に迅速かつ

機動的に対応する等、融資枠の

確保、融資条件の改善等により、

増大する利用者ニーズへの対応

を図ること。 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化への対応

に臨機応変に対応すること。 

 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化等の緊急

時における資金需要に迅速かつ

機動的に対応する等、融資枠の

確保、融資条件の改善等により、

増大する利用者ニーズへの対応

を図る。 

特に、療養病床の再編を推進

するため、福祉貸付事業と連携

し、転換の受け皿となる施設の

優先的整備を進める。 

 

 

２ 福祉医療貸付事業（医療貸付事

業） 

（２）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、国の要請等に基づき、

災害復旧、制度改正、金融環境

の変化に伴う経営悪化への対応

に臨機応変に対応する。 

 

 

 

 

特に、療養病床の再編を推進

するため、福祉貸付事業と連携

し、転換の受け皿となる施設の

優先的整備を進める。 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏ま

え、国の要請等を受けて、政策融資

として災害復旧、制度改正、金融環

境の変化に伴う経営悪化等への緊急

措置に臨機応変に対応する等、融資

枠の確保、融資条件の改善等によ

り、増大する利用者ニーズへの対

応を図っているか。 

 

（同右） 

 

 

 

 

○ 政策融資の果たすべき役割を踏ま

え、国の要請等を受けて、政策融資

として災害復旧、制度改正、金融環

境の変化に伴う経営悪化等への緊急

措置に臨機応変に対応しているか。

 

 

 

 

特に、療養病床の再編を推進する

ため、福祉貸付事業と連携し、転換

の受け皿となる施設の優先的整備を

進めているか。 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、事業者の施設整備等に

関する相談等を適切に実施する

ことにより、利用者サービスの

向上を図ること。 

 

 

（３）政策融資の果たすべき役割を

踏まえ、事業者の施設整備等に

関する相談等を適切に実施する

ことにより、利用者サービスの

向上を図ること。 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図る

ため、借入申込書類の簡素化を促

進するとともに、医療施設の整備

計画の早期段階から的確な融資相

談等に応じ、速やかに安定的な事

業実施ができるよう必要な見直し

の提案、助言等を行う。 

 

 

（３）利用者サービスの向上を図る

ため、医療施設の整備の融資相

談等を充実する。 

 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るた

め、借入申込書類の簡素化を促進

するとともに、医療施設の整備計

画の早期段階から的確な融資相談

等に応じ、速やかに安定的な事業

実施ができるよう必要な見直しの

提案、助言等を行っているか。 

 

 

○ 利用者サービスの向上を図るた

め、融資相談等を充実しているか。

 

 

 

（４）審査業務及び資金交付業務に

ついて利用者サービスの向上を

図るとともに、病院の機能や経

営状況についての第三者評価結

果を融資審査に活用すること。 

 

 

（４）審査業務及び資金交付業務に

ついて利用者サービスの向上を

図るとともに、病院の機能や経

営状況についての第三者評価結

果を融資審査に活用すること。

 

 

（４）審査業務については特殊異例

な案件を除き、借入申込み受理

から貸付内定通知までの平均処

理期間を３０日以内とするとと

もに、病院の機能や経営状況に

ついての第三者評価結果を融資

審査に活用する。 

また、資金交付業務について

は、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、請求後１５営業日

以内に行う。 

 

 

（４）審査業務については特殊異例

な案件を除き、借入申込み受理

から貸付内定通知までの平均処

理期間を４５日以内とするとと

もに、病院の機能や経営状況に

ついての第三者評価結果を融資

審査に活用する。 

また、資金交付業務について

は、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、請求後１５営業日

以内に行う。 

 

（同右） 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

○ 審査業務の平均処理期間について

は、特殊異例な案件を除き、中期計

画を達成しているか。 

 

○ 資金交付業務の平均処理期間につ

いては、請求内容の不備が著しいも

の等を除き、中期計画を達成してい

るか。 

 

○ 病院の機能や経営状況についての

第三者評価結果を融資審査に活用し

ているか。 
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４ 福祉医療経営指導事業 

（１）集団経営指導（セミナー）に

ついては、施設の健全経営のた

めに必要な情報を広く施設経営

者等に提供すること。 

ただし、「独立行政法人の事

務・事業の見直しの基本方針」

（平成２２年１２月７日閣議決

定。以下「見直しの基本方針」

という。）に基づき、民間と競

合する業務は廃止し、施設整備

の事業計画の立案及び施設の機

能強化に資する情報等の提供に

重点化すること。 

 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

（１）集団経営指導（セミナー）に

ついては、施設の健全経営のた

めに必要な情報を広く施設経営

者等に提供すること。 

 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

（３）「独立行政法人の事務・事業

の見直しの基本方針」（平成２

２年１２月７日閣議決定。以下

「見直しの基本方針」という。）

に基づき、民間と競合する業務

は廃止し、施設整備の事業計画

の立案及び施設の機能強化に資

する情報等の提供に重点化す

る。 

 

 

４ 福祉医療経営指導事業 

 

 

 

○ 「独立行政法人の事務・事業の見

直しの基本方針」（平成２２年１２

月７日閣議決定。以下「見直しの基

本方針」という。）に基づき、民間

と競合する業務は廃止し、施設整備

の事業計画の立案及び施設の機能強

化に資する情報等の提供に重点化し

ているか。 

 

 

 

（新規） 

 

 

（３）社会福祉や医療の制度変更、

経営環境の変化等による経営者

のニーズを的確に把握し、施設

経営を支援するための情報の収

集・分析・提供の充実強化に努

めること。 

なお、見直しの基本方針に基

づき、病院・医療経営指導のノ

ウハウについては、民間へ普及

を行うことを検討すること。 

 

（３）社会福祉や医療の制度変更、

経営環境の変化等による経営者

のニーズを的確に把握し、施設

経営を支援するための情報の収

集・分析・提供の充実強化に努

めること。 

 

 

（９）施設の経営実態及び経営改善

事例や経営統合・分離手法等に

ついて年次計画に基づき調査研

究を行い、施設経営を支援する

ための情報を施設経営者等に的

確に提供する。 

なお、見直しの基本方針に基

づき、病院・医療経営指導のノ

ウハウについては、民間へ普及

を行うことを検討する。 

 

 

（８）施設の経営実態及び経営改善

事例や経営統合・分離手法等に

ついて年次計画に基づき調査研

究を行い、施設経営を支援する

ための情報を施設経営者等に的

確に提供する。 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

○ 見直しの基本方針に基づき、病

院・医療経営指導のノウハウについ

ては、民間へ普及を行うことを検討

しているか。 

 

 

○ 施設経営を支援するための情報を

施設経営者等に的確に提供している

か。 

 

 

 

（新規） 

 

 

５ 社会福祉振興助成事業 

（１）助成事業の募集に当たっては、

政策動向や国民ニーズ、地方等

との役割分担を踏まえ、国とし

て行うべきものに限定した助成

対象事業及び助成対象テーマに

基づき、毎年度、助成方針を定

め公表すること。 

 

 

５ 社会福祉振興助成事業 

（１）助成事業の募集に当たっては、

国が定める助成対象事業を踏ま

え、毎年度、助成方針を定め公

表すること。その際、制度改革

等により変化する政策課題や多

様化する国民ニーズに即した助

成を行うため、毎年度、重点的

に助成する分野を国と協議のう

え設定し、助成方針に明記する

こと。 

 

 

５ 社会福祉振興助成事業 

（１）助成事業の募集に当たっては、

政策動向や国民ニーズ、地方等

との役割分担を踏まえ、国とし

て行うべきものに限定した助成

対象事業及び助成対象テーマに

ついて、毎年度、募集要領等に

明記し、公表する。 

 

 

５ 社会福祉振興助成事業 

（１）助成事業の募集に当たっては、

国が定める助成対象事業を踏ま

え、制度改革等により変化する

政策課題や多様化する国民ニー

ズに即した助成を行うため、毎

年度、重点的に助成する分野を

国と協議のうえ設定し、募集要

領等に明記し、公表する。 

 

 

 

 

○ 毎年度、政策動向や国民ニーズ、

地方等との役割分担を踏まえ、国

として行うべきものに限定した助

成対象事業及び助成対象テーマに

ついて、募集要領等に明記し、公表

しているか。 

 

 

 

 

○ 毎年度、政策課題や多様化する国

民ニーズに即した助成を行うため、

重点的に助成する分野を国と協議の

うえ設定し、募集要領等に明記し、

公表しているか。 
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８ 福祉保健医療情報サービス事

業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

（１）福祉保健医療情報に対する国

民のニーズの高度化とこれら情

報の提供機関の多様化等に対応

して、ＷＡＭ ＮＥＴの特長を最

大限に活かすことができる事業

への重点化を図るとともに、提

供する情報の質の向上等に努め

ること。 

なお、見直しの基本方針に基

づき、国と重複する行政情報及

び民間と競合する情報の提供業

務を廃止するとともに、基幹的

な福祉医療情報に限定すること

により、事業規模を縮減するこ

と。 

 

８ 福祉保健医療情報サービス事

業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

（１）福祉保健医療情報に対する国

民のニーズの高度化とこれら情

報の提供機関の多様化等に対応

して、ＷＡＭ ＮＥＴの特長を最

大限に活かすことができる事業

への重点化を図るとともに、提

供する情報の質の向上等に努め

ること。 

 

 

８ 福祉保健医療情報サービス事

業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を最大限

に活かすことができる介護関係

情報、障害者福祉関係情報、医

療関係情報等の提供事業に重点

化を図るとともに、提供する情

報の質の向上に努める。 

 

 

なお、見直しの基本方針に基

づき、国と重複する行政情報及

び民間と競合する情報の提供業

務を廃止するとともに、基幹的

な福祉医療情報に限定すること

により、事業規模を縮減する。

 

 

８ 福祉保健医療情報サービス事

業（ＷＡＭ ＮＥＴ事業） 

（１）ＷＡＭ ＮＥＴの特長を最大限

に活かすことができる介護関係

情報、障害者福祉関係情報、医

療関係情報等の提供事業に重点

化を図るとともに、提供する情

報の質の向上に努める。 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

 

○ 見直しの基本方針に基づき、国と

重複する行政情報及び民間と競合す

る情報の提供業務を廃止するととも

に、基幹的な福祉医療情報に限定す

ることにより、事業規模を縮減して

いるか。 

 

 

 

○ 福祉保健医療情報に対する国民の

ニーズに対応し、介護関係情報、障

害者福祉関係情報、医療関係情報等

の提供事業に重点化を図るととも

に、質の向上に努めているか。 

 

 

 

（新規） 

 

 

（２）利用者ニーズに合わせて、コ

ンテンツ及び機能の見直しを行

い、中期目標期間中における年

間ヒット件数を１億９，０００

万件以上、利用機関登録数を７．

５万件以上とするとともに、ア

ンケート調査における情報利用

者の満足度を９０％以上とす

る。 

 

（２）利用者ニーズに合わせて、コ

ンテンツ及び機能の見直しを行

い、中期目標期間中における年

間アクセス件数を１，４００万

件以上、利用機関登録数を７．

５万件以上とするとともに、ア

ンケート調査における情報利用

者の満足度を９０%以上とす

る。 

 

○ 年間ヒット件数、利用機関登録数

及び利用者満足度について、中期計

画を達成しているか。 

 

 

○ 年間アクセス件数、利用機関登録

数及び利用者満足度について、中期

計画を達成しているか。 

 

 

（３）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、

運営費交付金の縮減の観点から

広告収入等の自己収入の拡大に

努めるほか、業務・システム最

適化計画に基づき業務委託の見

直しを行うことにより事務の効

率化を図ること。 

 

 

 

（３）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、

運営費交付金の縮減の観点から

広告収入等の自己収入の拡大に

努めるほか、業務・システム最

適化計画に基づき業務委託の見

直しを行うことにより事務の効

率化を図ること。 

 

 

また、専用サイトについては

利用料を徴収するなど、新たな

自己収入の増加策について検討

し、業務・システム最適化計画

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、

運営費交付金の縮減の観点から

広告収入等の自己収入の拡大に

努めるほか、業務・システム最

適化計画に基づき業務委託の見

直しを行うことにより事務の効

率化を図る。 

 

 

 

（４）ＷＡＭ ＮＥＴ事業について、

運営費交付金の縮減の観点から

広告収入等の自己収入の拡大に

努め、中期目標期間の最終事業

年度において１，５００万円以

上の自己収入を確保するほか、

業務・システム最適化計画に基

づき業務委託の見直しを行うこ

とにより事務の効率化を図る。

また、専用サイトについては

利用料を徴収するなど、新たな

自己収入の増加策について検討

し、業務・システム最適化計画

 

○ 自己収入の確保について、広告収

入等の自己収入の拡大に努めている

か。 

 

（同右） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

○ 自己収入の確保について、広告収

入等の自己収入の拡大に努め、中期

計画を達成しているか。 

 

○ 業務・システム最適化計画に基づ

き業務委託の見直しを行うことによ

り事務の効率化を図っているか。 

 

 

○ 専用サイトについては利用料を徴

収するなど、新たな自己収入の増加

策について検討し、業務・システム

最適化計画の実施に合わせて平成２
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の実施に合わせて平成２１年度

末までに結論を得、更なる自己

収入の拡大に努めること。 

 

の実施に合わせて平成２１年度

末までに結論を得、更なる自己

収入の拡大を図る。 

 

 

 

 

１年度末までに結論を得、更なる自

己収入の拡大を図っているか。 

 

 

９ 年金担保貸付事業及び労災年

金担保貸付事業 

年金担保貸付事業については、

厚生年金保険制度及び国民年金制

度に基づき支給される年金並びに

労災年金担保貸付事業について

は、労働者災害補償保険制度に基

づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例

措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の

生活の安定を支援すること及び労

災年金受給者の生活を援護するこ

とを目的として、以下の点に留意

してその適正な事業実施に努める

こと。 

 

なお、当該事業については、見

直しの基本方針に基づく当面の方

策として、平成２３年度から現行

制度における貸付限度額の引下げ

等の措置を講じること。 

 

 

９ 年金担保貸付事業及び労災年

金担保貸付事業 

年金担保貸付事業については、

厚生年金保険制度、船員保険制度

及び国民年金制度に基づき支給さ

れる年金並びに労災年金担保貸付

事業については、労働者災害補償

保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担

保にする特例措置として低利で小

口の資金を貸し付けることによ

り、高齢者等の生活の安定を支援

すること及び労災年金受給者の生

活を援護することを目的として、

以下の点に留意してその適正な事

業実施に努めること。 

 

 

９ 年金担保貸付事業及び労災年

金担保貸付事業 

年金担保貸付事業については、

厚生年金保険制度及び国民年金制

度に基づき支給される年金並びに

労災年金担保貸付事業について

は、労働者災害補償保険制度に基

づき支給される年金の受給者に対

し、その受給権を担保にする特例

措置として低利で小口の資金を貸

し付けることにより、高齢者等の

生活の安定を支援すること及び労

災年金受給者の生活を援護するこ

とを目的として、以下の点に留意

してその適正な事業実施に努め

る。 

 

なお、当該事業については、見

直しの基本方針に基づく当面の方

策として、平成２３年度から現行

制度における貸付限度額の引下げ

等の措置を講じる。 

 

 

９ 年金担保貸付事業及び労災年

金担保貸付事業 

年金担保貸付事業については、

厚生年金保険制度、船員保険制度

及び国民年金制度に基づき支給さ

れる年金並びに労災年金担保貸付

事業については、労働者災害補償

保険制度に基づき支給される年金

の受給者に対し、その受給権を担

保にする特例措置として低利で小

口の資金を貸し付けることによ

り、高齢者等の生活の安定を支援

すること及び労災年金受給者の生

活を援護することを目的として、

以下の点に留意してその適正な事

業実施に努める。 

 

  

 

（２）業務運営に当たっては、利用

者の利便性に配慮するととも

に、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるよ

うに配慮した審査等を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法など

 

（２）業務運営に当たっては、利用

者の利便性に配慮するととも

に、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるよ

うに配慮した審査等を行うこ

と。 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法など

 

（２）業務運営に当たっては、利用

者の利便性に配慮するととも

に、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるよ

うに配慮した審査等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法など

 

（２）業務運営に当たっては、利用

者の利便性に配慮するととも

に、借入申込時に年金受給者に

とって無理のない返済となるよ

うに配慮した審査等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

また、貸付後の返済方法など

 

（同右） 

 

 

 

 

 

○ 見直しの基本方針に基づく当面

の方策として、平成２３年度から

現行制度における貸付限度額の引

下げ等の措置を講じているか。 

 

 

（同右） 

 

○ 利用者の利便性に配慮するととも

に、借入申込時に年金受給者にとっ

て必要な資金が融資され、無理のな

い返済となるように配慮した審査等

を行っているか。 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

○ 貸付後の返済方法などの返済条件
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の返済条件の緩和の必要性につ

いて検討し、適切な措置を講じ

ること。 

 

の返済条件の緩和の必要性につ

いて検討し、適切な措置を講じ

ること。 

 

の返済条件の緩和の必要性につ

いて検討し、適切な措置を講じ

る。 

 

の返済条件の緩和の必要性につ

いて検討し、適切な措置を講じ

る。 

 

 の緩和の必要性について検討し、適

切な措置を講じているか。 

 

 

第５  財務内容の改善に関する事項 

 

３ 資産の有効活用 

 

機構の保有する資産の活用方法

について、自己収入の増加を図る

等の観点から、中期目標期間中に

見直しを行うこと。 

また、利益剰余金や保有する施

設等について、保有の必要性があ

るか、必要な場合でも最小限のも

のとなっているかについて不断の

見直しを行い、不要と認められる

ものについては、速やかに国庫納

付すること。 

 

 

第５  財務内容の改善に関する事項

 

３ 資産の有効活用 

 

機構の保有する資産の活用方法

について、自己収入の増加を図る

等の観点から、中期目標期間中に

見直しを行うこと。 

 

 

第６ 不要財産又は不要財産となる

ことが見込まれる財産がある場合

には、当該財産の処分に関する計

画 

見直しの基本方針に基づき、以

下のとおり国庫納付する。 

・ 宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、

戸建３戸）、川西宿舎（兵庫

県川西市、戸建１戸）、千里

山田宿舎（大阪府吹田市、区

分所有建物２戸）及び公庫総

合運動場（東京都三鷹市）に

ついて、平成２３年度中に、

原則現物納付により国庫納付

する。ただし、現物納付が困

難な場合は売却し金銭納付を

行う。 

・ 東久留米宿舎（東京都東久

留米市、戸建３戸）、小金井

宿舎（東京都小金井市、戸建

２戸）、玉川宿舎（東京都世

田谷区、戸建２戸）、日野宿

舎（東京都日野市、戸建５戸）、

用賀宿舎（東京都世田谷区、

集合住宅１棟）、上大岡宿舎

（横浜市港南区、集合住宅１

棟）、宝塚宿舎（兵庫県宝塚

市、集合住宅１棟）、千里山

宿舎（大阪府吹田市、集合住

宅１棟）、高槻宿舎（大阪府

高槻市、集合住宅１棟）につ

いて、平成２４年度以降に、

原則現物納付により国庫納付

する。ただし、現物納付が困

難な場合は売却し金銭納付を

行う。 

・ 年金担保貸付勘定及び労災

 

第６ 重要な財産を譲渡し、又は担

保に供しようとするときは、その

計画 

 

宝塚宿舎（兵庫県宝塚市、戸

建３戸）、川西宿舎（兵庫県川

西市、戸建１戸）、千里山田宿

舎（大阪府吹田市、区分所有建

物２戸）及び戸塚宿舎（横浜市

戸塚区、集合住宅１棟）を売却

する。 

 

 

 

 

 

 

（同右） 

 

 

（同右） 

 

 

 

 

 

 

○ 宝塚宿舎等の売却については、計

画どおり適切に実施しているか。 

 

■ 固定資産等の活用状況等について

の評価が行われているか。活用状況

等が不十分な場合は、その原因の妥

当性や有効活用又は処分等の法人の

取組についての評価が行われている

か。（政・独委評価の視点） 

 



平成23年3月の中期目標・中期計画の変更に伴う評価の視点の変更 
中  期  目  標 中  期  計  画 評価の視点（案） 

変更後（H23.3） 変 更 前 変更後（H23.3） 変 更 前 新 旧 
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年金担保貸付勘定に係る政府

出資金等について、業務廃止

後、金銭納付により国庫納付

する。 

 


